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近
年
、
中
国
の
博
物
館
学
関
連
で
は
、
二
〇
〇
三
年
に
鄭
欣
淼
北
京

故
宮
博
物
院
長
が
提
唱
し
た
「
故
宮
学
」
の
概
念
に
触
発
さ
れ
る
よ
う

に
、「
三
つ
の
故
宮
（
北
京
故
宮
博
物
院
・
瀋
陽
故
宮
博
物
院
・
台
北	

国
立

故
宮
博
物
院
）」
そ
れ
ぞ
れ
、
ま
た
は
三
館
を
包
括
す
る
諸
問
題
が
、
多

く
の
研
究
者
の
関
心
を
引
き
つ
け
て
い
る
。
ま
さ
に
現
在
、
故
宮
関
連

の
研
究
は
、
隆
盛
を
極
め
て
い
る
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い（

１
）。
無
論
、

故
宮
の
み
な
ら
ず
、
中
国
各
地
の
博
物
館
研
究
は
、
館
史
を
は
じ
め
と

し
て
様
々
な
角
度
か
ら
博
物
館
を
評
価
し
よ
う
と
進
め
ら
れ
、
活
況
を

呈
し
て
い
る
。
本
書
刊
行
の
契
機
も
、
こ
う
し
た
学
術
動
向
と
無
関
係

で
は
な
か
ろ
う
。

　

本
書
は
、
日
本
で
唯
一
、
大
学
院
に
「
博
物
館
学
コ
ー
ス（

２
）」
が
設
置

さ
れ
て
い
る
國
學
院
大
學
に
在
籍
中
の
学
生
を
中
心
に
執
筆
さ
れ
た
、

既
発
表
論
文
を
主
と
す
る
論
文
集
で
あ
る
。
編
者
の
一
人
は
、
日
本
の

中
国
の
博
物
館
学
、
濫
觴
か
ら
現
在
ま
で

大
出　

尚
子	

Book Review
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博
物
館
学
を
牽
引
し
、
博
物
館
展
示
・
博
物
館
経
営
等
に
関
す
る
多
数

の
著
書
・
論
文
を
発
表
し
て
き
た
青
木
豊
國
學
院
大
學
教
授
で
あ
る
。

　

本
書
の
内
容
を
紹
介
す
る
前
に
、
評
者
の
紹
介
も
兼
ね
て
終
章
の

「
お
わ
り
に
」
に
触
れ
る
。
そ
こ
に
は
、「「
満
洲
国
」
期
の
博
物
館
研

究
に
つ
い
て
も
本
書
で
は
欠
如
し
て
い
る
」（
二
六
九
頁
）
と
あ
る
。
し

か
し
、
評
者
は
ま
さ
に
本
書
の
「
欠
如
」
部
分
の
研
究
を
進
め
て
き
た

の
で
（
拙
書
『「
満
洲
国
」
博
物
館
事
業
の
研
究
』
汲
古
書
院
、
二
〇
一
四
年

な
ど
）、こ
の
場
で
評
す
る
に
は
適
任
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
た
だ
、

大
学
院
入
学
以
来
、
一
九
四
五
年
以
前
の
中
国
東
北
の
博
物
館
に
関
し

て
は
種
々
の
史
料
・
先
行
研
究
を
収
集
・
分
析
し
て
き
た
が
、
中
国
の

博
物
館
及
び
博
物
館
学
の
濫
觴
か
ら
現
在
ま
で
を
通
覧
す
る
作
業
は
、

永
ら
く
積
極
的
に
行
っ
て
こ
な
か
っ
た
た
め
、
改
め
て
勉
強
す
る
つ
も

り
で
本
書
を
開
い
た
。

青
木
豊 

張
哲
編

中
国
博
物
館
学
　
序
論

https://www.toho-shoten.co.jp/toho-web/search/detail?id=4639026518&bookType=jp
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ま
ず
本
書
は
、
一
九
二
五
年
に
開
設
し
、
中
国
の
博
物
館
の
頂
点
に

君
臨
す
る
北
京
故
宮
博
物
院
（
か
つ
て
の
紫
禁
城
）
の
甍
が
表
装
を
飾
り
、

読
者
を
誘
う
。
以
下
に
、
本
書
の
構
成
・
各
論
文
の
著
者
及
び
初
出
の

雑
誌
（
雑
誌
論
文
名
は
省
略
）
を
示
す
。

　
　

序
章　

中
国
の
博
物
館
学

　
　

第
Ⅰ
章　

博
物
館
学
の
濫
觴

　
　
　
　

	「
中
国
博
物
館
学
の
前
夜
と
萌
芽
期
に
お
け
る
博
物
館
学
の

展
開
に
つ
い
て
」
彭
露
（『
國
學
院
大
學
博
物
館
學
紀
要
』
43
、

二
〇
一
九
年
を
補
筆
・
修
正
）

　
　
　
　

	「
中
国
博
物
館
学
の
萌
芽
期
に
関
す
る
初
歩
的
研
究
」
彭
露

（『
國
學
院
雑
誌
』119
―
10
、
二
〇
一
八
年
を
補
筆
・
修
正
）

　
　
　
　

	「
萌
芽
期
の
中
国
博
物
館
学
の
著
書
に
関
す
る
研
究
」
彭
露

（『
國
學
院
大
學
大
学
院
紀
要
―
文
学
研
究
科
』
50
、
二
〇
一
九
年
を

補
筆
・
修
正
）

　
　

第
Ⅱ
章　

博
物
館
学
の
展
開

　
　
　
　

	「
萌
芽
期
の
中
国
博
物
館
学
の
成
果
と
評
価
に
つ
い
て
」
彭

露
（
書
き
下
ろ
し
）

　
　
　
　

	「
中
国
に
お
け
る
博
物
館
資
料
の
保
存
及
び
修
復
に
つ
い
て
」

樊
子
杰
（『
國
學
院
大
學
博
物
館
學
紀
要
』
42
、
二
〇
一
八
年
を
補

筆
・
修
正
）

　
　

第
Ⅲ
章　

博
物
館
関
係
法
規
と
そ
の
具
体

　
　
　
　

	「
中
国
に
お
け
る
古
物
古
跡
保
存
法
に
関
す
る
一
考
察
―
―

１
９
１
１
年
～
１
９
４
５
年
の
法
令
を
中
心
に
―
―
」
陳
維

新
（『
國
學
院
大
學
博
物
館
學
紀
要
』
43
、
二
〇
一
九
年
を
補
筆
・

修
正
）

　
　
　
　

	「
中
国
博
物
館
関
係
法
規
の
研
究
」
張
哲
（『
國
學
院
大
學
博
物

館
學
紀
要
』
43
、
二
〇
一
九
年
を
補
筆
・
修
正
）

　
　
　
　

	「
中
華
人
民
共
和
国
の
「
博
物
館
管
理
規
則
」
に
関
す
る

一
考
察
」
落
合
広
倫
（『
國
學
院
大
學
博
物
館
學
紀
要
』
38
、

二
〇
一
四
年
を
補
筆
・
修
正
）

　
　
　
　

	「
西
安
市
の
行
業
博
物
館
と
博
物
館
理
事
会
制
度
」張
哲（『
全

博
協
研
究
紀
要
』
20
・
21
合
併
号
、
二
〇
一
九
年
を
補
筆
・
修
正
）

　
　
　
　

	「
中
国
の
博
物
館
の
ア
ク
セ
シ
ビ
リ
テ
ィ
―
―
西
安
地
域
を

事
例
と
し
て
―
―
」伊
東
俊
祐（『
國
學
院
大
學
博
物
館
學
紀
要
』

41
、
二
〇
一
七
年
を
補
筆
・
修
正
）

　
　
　
　

	「
台
湾
の
博
物
館
史
と
法
制
度
の
現
状
」
二
葉
俊
弥
（『
國
學

院
雑
誌
』
118
―
11
、
二
〇
一
七
年
を
補
筆
・
修
正
）

　
　

終
章　

中
国
の
博
物
館
学
に
関
す
る
研
究
の
意
義

　
　

附
録　

関
係
法
規

　
　
　
　

博
物
館
条
例

　
　
　
　

博
物
館
法
（
台
湾
）
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序
章
で
は
、
青
木
豊
氏
が
「
博
物
館
」「
博
物
館
学
」
の
始
ま
り
に

関
す
る
要
点
を
語
る
。
中
国
に
お
け
る
博
物
館
の
嚆
矢
が
、
一
九
〇
五

年
に
張
謇
が
開
設
し
た
南
通
博
物
苑
で
あ
る
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
定
説

で
あ
っ
た
。
し
か
し
二
〇
一
七
年
に
尹
侖
氏
に
よ
っ
て
、
中
国
人
に
よ

る
中
国
初
の
博
物
館
は
、
一
九
〇
一
年
に
雲
南
府
政
府
の
設
立
に
よ
る

公
立
の
雲
南
府
博
物
館
で
あ
る
と
す
る
「
新
説
」
が
提
唱
さ
れ
た
と
い

う
（
二
頁
）。
こ
の
よ
う
に
、「
序
章
」
で
ま
ず
最
新
の
研
究
成
果
を
紹

介
す
る
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
た
め
、
読
者
に
は
、
続
く
第
Ⅰ
章

か
ら
第
Ⅲ
章
が
、
中
国
の
博
物
館
に
関
す
る
研
究
を
今
昔
広
く
ふ
ま
え

て
展
開
し
て
い
く
の
で
は
な
い
か
と
の
期
待
感
を
抱
か
せ
る
。
ま
た
、

「
一
九
〇
六マ

マ

年
に
清
政
府
の
民
政
部
に
よ
る
「
保
存
古
物マ
マ

推
廣
辦
法
」」

が
中
国
文
化
財
保
存
に
関
す
る
最
古
の
法
で
あ
る
こ
と
、
中
国
に
お
け

る
「
博
物
館
学
成
立
」
年
に
関
し
て
一
九
〇
五
年
説
・
一
九
三
五
年
説
・

一
九
八
〇
年
説
の
三
通
り
の
学
説
が
あ
る
こ
と
が
（
三
―
四
頁
）、
博
物

館
学
の
濫
觴
を
論
じ
る
の
に
重
要
で
あ
る
こ
と
を
、
予
め
読
者
に
提
示

し
て
い
る
。
な
お
、
波
線
部
に
つ
い
て
、
後
ほ
ど
改
め
て
誤
り
を
指
摘

し
た
い
。

　

第
Ⅰ
章
は
、
三
節
と
も
彭
露
氏
が
担
当
し
て
い
る
。
彭
露
論
文
を
通

じ
て
評
者
が
新
し
く
得
た
情
報
は
、
次
の
三
点
で
あ
る
。
ま
ず
、「
序

章
」
に
も
あ
る
と
お
り
、
中
国
博
物
館
学
界
で
は
、
一
九
〇
五
年
に
張

謇
が
開
設
し
た
南
通
博
物
苑
こ
そ
が
中
国
に
お
け
る
博
物
館
学
の
展

開
の
嚆
矢
と
み
な
さ
れ
て
き
た
が
、
一
九
〇
一
年
に
日
本
に
留
学
経
験

の
あ
る
孫
光
庭
が
設
立
し
た
雲
南
府
博
物
館
が
中
国
初
の
博
物
館
で

あ
る
と
す
る
、
二
〇
一
七
年
に
尹
侖
氏
が
提
唱
し
た
「
新
説
」
で
あ
る

（
一
九
・
二
四
頁
）。
彭
露
氏
は
、「
新
説
」
を
ふ
ま
え
て
も
な
お
、「
南
通

博
物
苑
は
、
張
謇
の
博
物
館
学
思
想
を
具
現
化
す
る
こ
と
と
し
て
、
中

国
博
物
館
学
の
嚆
矢
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
」（
一
九
頁
）
と
の
見
解
を

示
す
。
二
点
目
は
、
日
本
で
は
「
日
本
博
物
館
学
の
父
」
と
呼
ば
れ
る

棚
橋
源
太
郎
が
、
一
九
五
〇
年
に
著
書
『
博
物
館
学
綱
要
』
の
な
か
で

初
め
て
「
博
物
館
学
」
と
い
う
語
句
を
使
用
し
た
と
さ
れ
て
き
た
が
、

二
〇
一
八
年
、
す
で
に
一
九
〇
九
年
に
「
目マ

マ

暮
里
人
」
と
称
す
る
人
物

が
使
用
し
て
い
た
と
い
う
前
川
公
秀
氏
の
研
究
に
言
及
し
て
い
る
点
で

あ
る
（
二
二
頁
）。
以
上
二
点
の
よ
う
に
、
彭
露
氏
独
自
の
研
究
成
果

で
は
な
い
も
の
の
、
中
国
と
日
本
双
方
の
最
新
の
研
究
成
果
を
紹
介
し

て
い
る
点
は
評
価
で
き
る
。
三
点
目
は
、
評
者
も
卒
業
論
文
執
筆
時
に

読
み
込
ん
だ
経
験
の
あ
る
、
王
宏
均マ

マ
『
中
国
博
物
館
学
基
礎
』（
上
海
古

籍
出
版
社
、
二
〇
〇
一
年
）
が
、
中
国
の
大
学
の
博
物
館
学
教
育
課
程
の

教
材
に
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
（
三
八
頁
）。
た
だ
し
、
王
宏
鈞
主

編
『
中
国
博
物
館
学
基
礎
』
の
二
〇
〇
一
年
版
は
「
修
訂
本
（
改
訂
版

の
こ
と
）」
で
あ
り
、
初
版
が
一
九
九
〇
年
（［
国
務
院
］
文
化
部
文
物
事

業
管
理
局
編
、
上
海
古
籍
出
版
社
）
で
あ
る
こ
と
は
、
本
書
の
他
の
論
考

で
も
示
さ
れ
て
い
な
い
。
現
在
、「
文
物
・
博
物
館
行
政
を
所
管
す
る
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国
家
文
物
局
に
よ
っ
て
博
物
館
学
の
教
材
と
し
て
認
定
さ
れ
て
い
る
」

（
二
二
三
頁
）
ほ
ど
の
重
要
な
本
で
あ
れ
ば
、
初
版
の
情
報
は
記
載
す
べ

き
で
あ
ろ
う
。

　

こ
こ
で
、
先
に
指
摘
し
た
「
保
存
古
物
推
廣
辦
法
」
が
「
一
九
〇
六

年
」
に
発
令
さ
れ
た
と
す
る
本
書
の
記
述
に
つ
い
て
、
少
々
長
く
な
る

が
訂
正
を
加
え
た
い
。
ま
ず
、「
民
政
部
奏
保
存
古
蹟
推
廣
辦
法
另
行

酌
擬
章
程
摺
」（『
大
清
法
規
大
全　

光
緒
辛
丑
迄
宣
統
己
酉
』
巻
一
五
、
政

学
社
、
出
版
年
不
明
）
を
参
照
す
る
と
、
法
令
名
は
、
正
し
く
は
「
保

存
古
蹟

4

4

推
廣
辦
法
」
で
あ
り
、
一
九
〇
六
年
設
立
の
民
政
部
に
よ
っ
て

上
奏
・
裁
可
さ
れ
た
の
は
宣
統
元
年
、
す
な
わ
ち
一
九
〇
九
年

4

4

4

4

4

で
あ
る

こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
本
書
で
は
、
第
Ⅲ
章
で
も
、「
清
光
緒
年
間

の
一
九
〇
六
年
に
清
政
府
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
民
政
部
は
、「
保
存
古

物マ
マ

推
廣
辦
法
」（
古
物
保
存
の
普
及
に
関
す
る
規
則
。
筆
者
訳
）
を
制
定
し

…
…
次
い
で
一
九
〇
八
年
に
制
定
さ
れ
た
「
城
鎭
鄕
地
方
自
治
章
程
」

に
は
…
…
」（
一
二
九
頁
）
と
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
民
政
部
が
一
九
〇
六

年
に
設
立
さ
れ
た
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、「
保
存
古
蹟
推
廣
辦

法
」
が
一
九
〇
六
年
に
発
令
さ
れ
た
と
は
書
か
れ
て
い
な
い
が
、「
次

い
で
一
九
〇
八
年
…
…
」
と
の
書
き
方
で
は
、
読
者
は
一
九
〇
六
年
に

「
保
存
古
蹟
推
廣
辦
法
」
が
発
令
さ
れ
た
と
読
み
取
る
し
か
な
い
だ
ろ

う
。
な
ぜ
異
な
る
著
者
に
よ
っ
て
、
同
じ
よ
う
に
法
令
名
と
発
令
年
が

誤
記
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
さ
に
、
史
料
を
参
照
す
れ
ば
防
げ
た

誤
記
で
あ
る
。

　

さ
て
、
第
Ⅰ
章
か
ら
第
Ⅲ
章
ま
で
を
通
読
す
る
と
、
一
九
四
九
年
以

前
の
中
国
博
物
館
・
博
物
館
学
に
関
す
る
重
要
事
項
は
次
の
三
点
と
い

え
る
。
収
録
論
文
数
が
多
い
た
め
、
こ
こ
で
は
箇
条
書
き
に
て
要
点
の

み
示
す
。

（
一
）	

一
九
三
〇
年
、
国
民
政
府
に
よ
る
「
古
物
保
存
法
」
の
制
定
。

民
国
期
の
古
物
古
跡
保
護
関
連
法
律
の
な
か
で
「
最
上
位
の
法

令
」
で
、
一
三
六
―
一
三
八
頁
に
お
い
て
そ
の
内
容
を
示
す
。

（
二
）	

一
九
三
五
年
、
中
国
博
物
館
協
会
の
結
成
。
一
九
〇
一
年
か
ら

一
九
三
五
年
ま
で
が
、
中
国
博
物
館
学
の
事
業
発
展
の
第
一
段

階
（
六
七
・
七
六
頁
）。

（
三
）	

中
国
の
博
物
館
学
の
通
論
的
な
単
行
本
五
冊
の
刊
行（
①
費
畊
雨
・

費
鴻
年
編
『
博
物
館
学
概
論
』
中
華
書
局
、
一
九
三
六
年
、
②
陳
端
志

著
『
博
物
館
学
通
論
』
上
海
市
博
物
館
、
一
九
三
六
年
、
③
陳
端
志
編

著
『
博
物
館
』
商
務
印
書
館
、
一
九
三
七
年
、
④
荊
三
林
著
『
博
物
館

学
大
綱
』
中
国
文
化
服
務
社
陝
西
分
社
、
一
九
四
一
年
、
⑤
曾
昭
燏
・

李
済
編
著
『
博
物
館
』
正
中
書
局
、
一
九
四
三
年
）。
こ
れ
ら
五
冊
が

出
版
さ
れ
た
一
九
三
六
年
か
ら
一
九
四
三
年
ま
で
が
、
中
国
博

物
館
学
の
事
業
発
展
の
第
二
段
階
（
六
七
頁
）。

　

次
に
、
一
九
四
九
年
以
後
の
中
国
博
物
館
関
連
法
規
に
関
す
る
重
要

事
項
は
、
次
の
三
点
と
い
え
る
。
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（
一
）	
一
九
七
八
年
の
改
革
開
放
政
策
以
降
、
中
国
の
文
化
事
業
も
変

化
し
、
中
国
の
博
物
館
が
依
拠
す
る
法
的
基
準
の
ほ
と
ん
ど
は
、

一
九
七
八
年
以
降
の
も
の
。
一
九
七
九
年
、
国
家
文
物
事
業
管

理
局
に
よ
る
「
省
、
市
、
自
治
区
博
物
館
工
作
条
例
」
の
発
布

（
一
五
七
頁
）。
本
書
で
は
「
後
に
制
定
さ
れ
た
総
合
的
な
博
物
館

関
係
法
規
は
、
こ
の
条
例
を
元
に
す
る
と
い
う
存
在
意
義
」
が

あ
る
と
し
（
一
五
九
頁
）、
一
六
〇
―
一
六
五
頁
で
同
条
例
の
全

八
章
二
二
条
の
邦
訳
を
、
一
六
九
―
一
七
二
頁
に
原
文
を
掲
載
。

（
二
）	

一
九
八
二
年
、
中
華
人
民
共
和
国
初
の
文
化
財
に
関
す
る
法
律

「
中
華
人
民
共
和
国
文
物
保
護
法
」
の
公
布
。
日
本
の
「
文
化
財

保
護
法
」（
一
九
五
〇
年
制
定
）
よ
り
約
三
〇
年
遅
れ
て
制
定
さ

れ
た
（
一
五
七
頁
）。

（
三
）	

二
〇
〇
五
年
、
中
国
文
化
部
に
よ
る
「
博
物
館
管
理
辦
法
」
制

定
（
第
Ⅲ
章
の
落
合
論
文
は
「
博
物
館
管
理
規
則
」
と
邦
訳
し
、
内
容

を
分
析
す
る
）。
二
〇
一
五
年
、
国
務
院
に
よ
る
「
博
物
館
条
例
」

の
発
令
。「
博
物
館
条
例
」
は
、
現
時
点
で
最
新
の
博
物
館
関
係

法
規
（
一
五
九
頁
）。

　

第
Ⅲ
章
の
張
哲
論
文
で
は
、
東
ア
ジ
ア
で
博
物
館
法
を
有
し
て
い
な

い
の
は
中
国
の
み
で
あ
る
が
、
な
ぜ
中
国
で
「
博
物
館
法
」
が
作
ら
れ

な
い
の
か
、
と
い
う
研
究
は
不
十
分
で
あ
る
と
し
、
現
在
ま
で
の
中
国

博
物
館
関
係
法
規
制
定
の
歩
み
を
整
理
し
た
。
そ
の
結
果
、
張
哲
氏
は
、

二
〇
一
五
年
の
「
博
物
館
条
例
」
が
博
物
館
関
係
法
規
の
集
大
成
的
な

存
在
で
あ
る
か
ら
「
博
物
館
法
」
が
作
ら
れ
て
い
な
い
（
一
六
八
頁
参
照
）

と
い
う
見
解
に
至
っ
て
い
る
。

　

第
Ⅲ
章
の
最
後
に
は
、
台
湾
の
博
物
館
及
び
博
物
館
法
に
関
す
る
二

葉
俊
弥
論
文
が
あ
る
。
近
年
の
台
湾
の
博
物
館
の
発
展
傾
向
や
、
台
湾

に
お
け
る
二
〇
一
五
年
の
「
博
物
館
法
」
制
定
の
流
れ
を
論
じ
つ
つ
、

本
書
が
こ
れ
ま
で
取
り
上
げ
て
き
た
中
国
の
博
物
館
・
博
物
館
法
令
と
、

か
つ
て
台
湾
を
統
治
し
て
い
た
日
本
の
博
物
館
・
博
物
館
法
令
と
の
比

較
を
文
章
に
織
り
込
む
こ
と
で
、
最
後
を
飾
る
の
に
効
果
的
な
論
文
と

な
っ
て
い
る
。

　

終
章
で
は
、「
な
ぜ
日
本
で
“
中
国
の
博
物
館
学
”
を
研
究
す
る
の

か
」「
な
ぜ
本
書
を
日
本
で
出
版
す
る
必
要
が
あ
る
の
か
」「
本
書
で
明

白
に
な
っ
た
こ
と
」
の
三
項
目
を
ま
と
め
て
い
る
。
本
書
は
、
ほ
ぼ
中

国
か
ら
の
留
学
生
が
執
筆
を
担
当
し
て
い
る
。
参
考
資
料
と
し
て
は
、

各
人
と
も
に
日
本
の
図
書
館
・
研
究
機
関
に
所
蔵
さ
れ
た
書
籍
や
、
編

纂
史
料
集
、
特
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
公
開
さ
れ
て
い
る
条
文
に
過
度

に
依
拠
し
て
い
る
。
し
か
し
、
中
国
語
・
日
本
語
に
不
自
由
が
な
く
、

大
学
院
生
と
い
う
身
分
を
持
つ
彼
ら
な
ら
で
は
の
特
性
を
活
か
し
、
中

国
の
檔
案
館
を
利
用
し
新
史
料
の
発
掘
に
努
め
る
、
あ
る
い
は
西
安
市

の
博
物
館
の
事
例
研
究
な
ら
ば
体
験
談
に
終
始
す
る
の
で
は
な
く
陝
西

省
立
な
い
し
西
安
市
の
図
書
館
で
し
か
所
蔵
が
確
認
さ
れ
な
い
よ
う
な
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稀
少
な
史
料
を
利
用
し
て
い
た
ら
、
新
し
い
知
見
が
提
示
で
き
た
だ
ろ

う
し
、
本
書
を
日
本
で
出
版
す
る
意
義
も
、
よ
り
深
い
も
の
に
な
っ
た

よ
う
に
思
う
。
今
後
の
期
待
も
込
め
て
、
敢
え
て
記
し
た
次
第
で
あ
る
。

　

終
章
の
「
お
わ
り
に
」
は
、
半
分
近
く
の
紙
幅
を
割
い
て
、
一
九
一
四

年
に
紫
禁
城
内
に
開
設
さ
れ
た
古
物
陳
列
所
や
、
東
三
省
の
満
蒙
物
産

館
、
満
洲
資
源
館
、「
満
洲
国
」
国
立
中
央
博
物
館
、
熱
河
宝
物
館
の

存
在
に
言
及
し
な
が
ら
、
中
国
人
研
究
者

4

4

4

4

4

4

が
「
満
洲
国
」
期
の
博
物
館

研
究
を
進
め
る
こ
と
の
重
要
性
を
強
調
し
て
い
る
。
本
稿
の
は
じ
め
に

も
述
べ
た
よ
う
に
、
評
者
は
こ
れ
ら
の
博
物
館
研
究
を
進
め
て
き
た
た

め
、
ぜ
ひ
本
書
の
中
で
中
国
東
北
の
博
物
館
史
を
論
じ
て
欲
し
か
っ
た

し
、
そ
の
研
究
に
関
す
る
見
解
を
述
べ
た
か
っ
た
。

　

表
装
の
故
宮
博
物
院
の
甍
に
誘
わ
れ
た
も
の
の
、「
故
宮
学
」
に
関

連
す
る
研
究
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
中
国
東
北
の
博
物
館
研

究
は
、
本
書
の
執
筆
者
自
身
が
認
識
し
て
い
る
と
お
り
残
さ
れ
た
課
題

と
な
っ
た
。
続
編
に
期
待
し
た
い
。

［
付
記
］
本
稿
を
執
筆
す
る
に
あ
た
り
、
吉
開
将
人
北
海
道
大
学
教
授

か
ら
関
連
文
献
の
紹
介
を
含
め
た
貴
重
な
ご
意
見
を
い
た
だ
い
た
。
こ

こ
に
記
し
て
深
く
謝
意
を
表
し
た
い
。

【
注
】

（
１
）	

近
年
、
日
本
国
内
で
評
者
と
関
心
が
一
部
重
複
す
る
研
究
成
果
を
公
に

し
て
い
る
研
究
者
に
、
吉
開
将
人
氏
・
家
永
真
幸
氏
・
張
碧
恵
氏
が
お
り
、

野
嶋
剛
氏
に
は
『
ふ
た
つ
の
故
宮
博
物
院
』（
新
潮
社
、
二
〇
一
一
年
）

を
は
じ
め
、
北
京
・
台
湾
故
宮
に
関
す
る
著
書
が
あ
る
。

（
２
）	「
博
物
館
学
コ
ー
ス
」
の
名
称
を
用
い
て
い
る
の
が
國
學
院
大
學
の
み
で

あ
っ
て
、
博
物
館
学
を
専
攻
で
き
る
大
学
院
は
国
内
に
多
数
存
在
す
る
。

（
お
お
い
で
・
し
ょ
う
こ　

中
国
近
代
史
研
究
者
）




